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JBS News Flash 
日蘭租税条約の署名 
 

  本日（8月 25日）、日本国財務省にて、日本国政府とオランダ王国
政府との間で「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防

止のための日本国とオランダ王国との間の条約」の署名が行われたことが

公表されました。 

  昨年 2009 年 12 月の新条約案についての基本合意に従い、配当に
係る源泉所得税の免除等が含まれており、二国間の投資・経済交流をさら
に促進することが期待されています。 

 
  新租税条約においては、源泉税課税が次のように軽減免除されます。 

 

配当 
利子 使用料 

親子間（持株要件） その他 

現行条約 ５％（25％以上） 15％ 10％ 10％ 

新条約案 
免税（50％以上） 
５％（10％以上） 

10％ 免税（金融機関等） 

10％（その他） 
免税 

 

  オランダの国内法にて、利子及び使用料について源泉税は免税とされ

ていますので、オランダからの配当（親子間）、利子及び使用料については

全て免税にて日本に送金できることになります。今後、日系企業の海外投

資にオランダ法人が検討される機会が増えるものと期待されます。 

 

当条約の効力の発生は、両国においてそれぞれの国内手続き（日本は

国会の承認）を経た後、その国内手続きの完了を通知する外交上の公文

の交換日の翌日から 30日目の日に効力を生じることになっています。配
当にかかる源泉税軽減免除の適用については、効力の生じる年の翌年の

1月 1日以後に課税される場合とされていますので、2011年 1月 1日以
降の配当について新租税条約が適用されることが期待されます。 

 

当条約の詳細な内容については、近日中に当租税条約に関する Tax 
Alert にて解説する予定にしております。 
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本文記事に関する、ご質問、ご不明点等ごさいましたら、アーンストアンド

ヤング日系企業サービスチーム(Japan Business Services)の下記担当

者まで、ご連絡をいただければ幸いです。 
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Hideki Tominaga +31 (0)88 407 1723   
 Partner  hideki.tominaga@nl.ey.com 
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Dick Hoogenberg +31 (0)88 407 1419   
 Partner dick.hoogenberg@nl.ey.com 

Lenneke van Dijk +31 (0)88 407 1393   
 Director Tax lenneke.van.dijk@nl.ey.com 
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